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特集　　　　　住宅用火災警報器を設置しましょう　

３ 広報ひこね　平成22年６月１日

設置義務

　彦根市火災予防条例に

より、煙式の感知器を設置

しなければならない場所

です。

　

ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
普
及
に
伴
い
、

死
者
数
の
低
減
に
効
果
が
あ
っ
た
と
い

う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。　
　

　

日
本
の
住
宅
火
災
に
お
い
て
は
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ
れ
て
い
た

住
宅
の
火
災
と
、
設
置
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
住
宅
の
火
災
を
、
住
宅
火
災
１

０
０
件
当
た
り
の
死
者
数
で
比
較
す
る

と
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
お
よ
そ
３
分
の
１
の

死
者
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

火
災
に
よ
る
被
害
か
ら
身
を
守
る
た

め
に
も
、
早
め
に
設
置
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

 　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火
災
発

生
時
の
煙
や
熱
を
感
知
し
て
、
警
報
ブ

ザ
ー
や
音
声
な
ど
で
知
ら
せ
る
機
器
で

す
。

　

１
台
の
警
報
器
が
単
独
で
感
知
し
警

報
す
る
タ
イ
プ(

単
独
型)

や
、
１
台
の

警
報
器
が
感
知
す
る
と
登
録
し
た
す
べ

て
の
警
報
器
が
警
報
す
る
タ
イ
プ(

ワ

イ
ヤ
レ
ス
連
動
型)

が
あ
り
ま
す
。

　

取
付
方
法
に
よ
り
、
天
井
に
取
り
付

け
る
タ
イ
プ
、
壁
に
取
り
付
け
る
タ
イ

プ
が
あ
り
、
電
源
は
電
池
式
の
も
の
が

一
般
的
で
す
。

　

住
宅
火
災
に
よ
る
死
者
は
、
増
加
傾

向
に
あ
り
、
左
の
グ
ラ
フ
に
あ
り
ま
す

よ
う
に
、
約
６
割
は
「
逃
げ
遅
れ
」
に

よ
る
も
の
で
、
就
寝
時
間
帯
に
集
中
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
住
宅
火
災
に
よ
る

死
者
数
を
減
ら
す
た
め
に
消
防
法
が
改

正
さ
れ
、
火
災
の
早
期
発
見
に
効
果
の

あ
る
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
、

す
べ
て
の
住
宅
に
義
務
付
け
ら
れ
ま
し

た
。 備

え
ま
し
た
か
？　

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

平
成

　

平
成
2323
年
６
月
１
日　

設
置
義
務
化
ス
タ
ー
ト

年
６
月
１
日　

設
置
義
務
化
ス
タ
ー
ト　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
効
果
は
？

住
宅
用
火
災
警
報
器
っ
て
何
？

▶
天
井
取
付
型
（
上
）
と
壁
掛
型

　

　

　「NS(鑑定 )マーク」が付いているもの
は、国が定める規格に適合していますので、

購入の際の目安としてください。

※住宅用火災警報器は、自分で取り付ける

ことができ、資格は必要ありません。

な
ぜ
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警

報
器
が
必
要
な
の
？

取　付　場　所

取　付　位　置

グラフ　平成21年中の住宅火災による全国の死者数
　　　　　（経過別死者の発生状況）

逃げ遅れ

606人

その他
340人（33％）

出火後進入
24人（2％）

着衣着火
55人（5％）

　
　
　

平
成
21
年
全
国
の
火
災
概
要
よ
り

59％

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
取
り
付
け
る
場
所
・
位
置
を
説
明
し
ま
す

住宅火災の

死者数

1,025人

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付

け
義
務
は
、
住
宅
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
も
の
が
、
す
べ
て
対
象

で
す
。
１
戸
建
て
の
専
用
住
宅
や

併
用
住
宅
の
住
宅
部
分
、
ま
た
、
マ

ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
共
同

住
宅
の
住
宅
部
分
が
対
象
で
す
。

①
主
寝
室
・
子
ど
も
部
屋　

寝
室

に
使
用
す
る
部
屋
の
天
井
や
壁

に
煙
式
を
設
置
し
ま
す
。
普
段
、

就
寝
し
て
い
る
部
屋
（
主
寝
室
）

の
ほ
か
、
子
ど
も
部
屋
な
ど
も

含
み
ま
す
。
た
だ
し
、
来
客
が

と
き
ど
き
就
寝
す
る
よ
う
な
客

間
な
ど
は
除
き
ま
す
。

②
階
段
の
踊
り
場　

寝
室
の
あ
る

階
の
階
段
の
踊
り
場
の
天
井
や
、

壁
に
煙
式
を
設
置
し
ま
す
。

③
台
所　

台
所
の
天
井
や
壁
に
、

安
心
・
安
全
の
た
め
、
煙
式
ま

た
は
熱
式
の
設
置
を
お
勧
め
し

ま
す
。 

設置義務（煙式）

煙
式
と
熱
式
が
あ
る
の
？

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、「
煙
式
」
と

「
熱
式
」が
あ
り
ま
す
。
火
災
の
発
見
を
、

い
ち
早
く
知
る
た
め
に
は
、
煙
式
の
方

が
有
効
で
す
。
煙
式
は
煙
が
出
た
段
階

で
警
報
音
が
鳴
り
出
す
の
に
対
し
、
熱

式
は
炎
が
上
が
っ
て
か
ら
で
な
い
と
警

報
音
は
鳴
り
ま
せ
ん
。 

　

彦
根
市
火
災
予
防
条
例
で
は
、
寝
室
、

階
段
の
天
井
に
煙
式
を
設
置
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
台
所
も
原
則
煙
式
で

す
が
、
台
所
が
狭
い
場
合
な
ど
で
、
ど

の
場
所
も
煙
や
蒸
気
が
滞
留
す
る
と
き

は
、
熱
式
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
選

ん
で
く
だ
さ
い
。

　

消
防
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
18
年
６

月
１
日
か
ら
、
す
べ
て
の
新
築
住
宅
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
、
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

彦
根
市
で
は
、
す
で
に
住
ん
で
い
る

住
宅
で
も
、
彦
根
市
火
災
予
防
条
例
に

よ
り
平
成
23
年
５
月
31
日
ま
で
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
よ
う
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置
の
義
務
化

ま
で
１
年
と
な
り
ま
し
た
。

　

住
宅
火
災
か
ら
大
切
な
生
命
を
守
る

た
め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
で
き
る

だ
け
早
く
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

消
防
本
部
予
防
課

☎
22-

０
３
３
２
番
、　

Ｆ
A
Ｘ
22-

９
４
２
７
番

▲火災から大切な生命を守るために。

設置の努力

　安心・安全のため、

設置をお勧めする

場所

設置義務（煙式） 設置義務（煙式）

設
置
の
努
力

（
煙
式
ま
た
は
熱
式
）

▲壁掛式の場合は、天井から 15～
50cm以内に取り付けましょう。

▲天井に取り付ける場合は、壁や梁（はり）から
　60cm以上離しましょう。

▲エアコンなどの吹出口から、
1.5m 以上離しましょう。

パーセントは少数点以下を切り捨てているため、合計は100％にはなりません。


